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本日ここに、第１４回筑後市議会定例会の開会にあたり、議

員各位のご健勝をお慶び申し上げますとともに、日頃のご精励

に対し、深く敬意を表する次第であります。

ただいま上程されました議案第３２号及び議案第３３号並

びに報告第２号から報告第５号までについて、提案理由の説明

を申し上げます。

議案第３２号 筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条

例の一部を改正する条例制定につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の患者の救護等に従事する職員に対し、令和３年度

から防疫等作業手当を支給するため、関係規定を改正するもの

であります。

議案第３３号 令和３年度筑後市一般会計補正予算（第３

号）について申し上げます。

今回の補正予算は、１億７，０８６万７千円を増額し、歳入

歳出予算の総額を２０５億９３万４千円とするものでありま

す。

歳出予算について申し上げます。

第２款 総務費の防災体制強化に要する経費及び市民活動

推進事務に要する経費は、コミュニティ助成事業の採択を受け、

水洗校区コミュニティ協議会における防災資機材の整備及び

古川校区コミュニティ協議会における備品等の整備に対し、補

助金を交付するものであります。

第３款 民生費の児童福祉事務に要する経費は、国、県の補

助事業を活用し、保育施設が行う感染症対策に対し補助金を交

付するものであります。

子育て世帯への給付金事業に要する経費は、新型コロナウイ

ルス感染拡大の長期化に伴い、低所得の子育て世帯に対し、生

活支援のための特別給付金を支給するため、関係経費を増額す

るものであります。

第４款 衛生費の予防接種に要する経費は、新型コロナウイ
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ルスワクチンの安全安心な接種体制を構築するため、ワクチン

接種の協力医療機関が行う感染症対策等への支援金を計上す

るものであります。

第７款 商工費の商工団体指導に要する経費は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の長期化に伴い、低迷する地域経済の活性

化に向け、プレミアム商品券の販売額を増大するとともに、プ

レミアム率を引き上げるため、関係経費を増額するものであり

ます。

第８款 土木費の都市計画事務に要する経費は、ＪＲ羽犬塚

駅周辺地区における浸水対策等の課題解決に向け、地元住民や

事業者、有識者や関係機関などで組織する協議会を設立し、同

地区のまちづくりビジョンを策定するために必要な経費を計

上するものであります。

第１０款 教育費の一般管理に要する経費は、感染症対策の

徹底を行いながら、児童生徒の学びを保障するため、１９学級

以上の学校に対する学習支援員及びスクール・サポート・スタ

ッフの配置に必要な経費を計上するものであります。

小中学校費の学校管理に要する経費は、教育活動の継続のた

めに必要となる感染症対策に係る物品の購入費等を計上する

ものであります。

小学校費の教育助成費は、県の重点課題研究指定校である松

原小学校が、新たに県のＩＣＴ化推進事業に取り組むこととな

ったため、関係経費を増額するものであります。

社会教育費の公民館事業に要する経費は、中央公民館におけ

る感染症対策として、和式便器の洋式化及び付帯設備の改修に

係る経費を計上するものであります。

サザンクス筑後の管理運営に要する経費は、国の補助事業を

活用し、感染症対策として、アクリルパーテーションや空気汚

染モニタリング機器を整備し、施設内設備の抗菌化処理や和式

便器の洋式化などを実施するほか、コロナ禍に対応した映像配
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信の環境を整備するため、関係経費を計上するものであります。

以上の経費の主な財源として、国・県支出金、繰入金、諸収

入等を充てておりますが、新設された県の補助事業の採択に伴

う予算の組替えを併せて行うものであります。

繰越明許費補正は、筑後小学校増改築事業で、年度内に完了

が見込めないため繰り越すものであります。

報告第２号 令和２年度筑後市一般会計繰越明許費繰越計

算書の報告につきましては、タブレット端末導入事業ほか２２

事業に要する経費について翌年度に繰り越すものであります。

報告第３号 令和２年度筑後市介護保険特別会計（保険事業

勘定）繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、介護認定

審査会運営事務に要する経費について翌年度に繰り越すもの

であります。

報告第４号 令和２年度筑後市下水道事業会計予算繰越計

算書の報告につきましては、国道２０９号羽犬塚地区電線共同

溝工事に伴う下水道管渠移設工事に要する経費について翌年

度に繰り越すものであります。

報告第５号 専決処分（損害賠償の額を定めること）につき

ましては、筑後市中央児童遊園の利用者が、園内に落ちていた

ビンの破片を踏み、足を負傷したもので、相手方と示談が成立

し、損害賠償の額を専決処分したので報告するものであります。

以上が議案の大要であります。慎重ご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。


